
厚生労働大臣が定める掲示事項 

                                       令和７年５月１日現在 

 

 

１． 施設基準について 

 当院では、下記の施設基準を東北厚生局に届出しています。 

 

記 

〇 基本診療料             〇 特掲診療料 

◆ 精神療養病棟入院料      ◆ 精神科作業療法 

◆ 認知症治療病棟入院料１    ◆ 精神科デイ・ケア「大規模」 

                    ◆ 精神科ショート・ケア「大規模」 

                    ◆ 医療保護入院等診療料 

                    ◆ CT撮影（１６列以上） 

                    ◆ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

                      ◆ 入院ベースアップ評価料２６ 

    〇 入院食事療養費（Ⅰ） 

 

２． 入院料について 

 

Ａ病棟   「認知症治療病棟入院料１」 

①  １日に１１人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

・ 朝８時３０分～夕方１７時００分まで、看護職員 1 人当たりの受持ち数は 

１２人以内です。 

・ 夕方１７時００分～朝８時３０分まで、看護職員 1人当たりの受持ち数は 

２０人以内です。 

②  １日に１０人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置

は次のとおりです。 

・ 朝８時３０分～夕方１７時００分まで、看護補助者 1 人当たりの受持ち数

は７人以内です。 

・ 夕方１７時００分～朝８時３０分まで、看護補助者 1 人当たりの受持ち数

は５６人以内です。 



  Ｂ病棟   「精神療養病棟入院料」 

       １日に１０人以上の看護要員（看護師、准看護師及び看護補助者）が勤務 

      しています。その内、半数以上は看護職員（看護師及び准看護師）です。 

       なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

・ 朝８時３０分～夕方１７時００分まで、看護要員 1人当たりの受持ち数は 

７人以内です。 

・ 夕方１７時００分～朝８時３０分まで、看護要員 1人当たりの受持ち数は 

２０人以内です。 

 

     

３． 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、

栄養管理体制について  

 
当院では、入院の際に医師を初めとする関係職種が共同して、患者さんに関

する診療計画を策定し、7 日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労

働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管

理体制の基準を満たしております。 

 

４． 栄養管理について 

 

 当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っています。 

 

  〇 入院時から患者さん一人一人に対して栄養状態や摂食状況に応じて、 

    個人対応で栄養管理を行っています。 

  〇 患者さまの年齢、病状に応じた適切な栄養量及び内容の食事を適時 

    （夕食は、６時以降）・適温で提供しています。 

 

５． 明細書発行体制について 

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点か

ら、平成２２年４月１日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の

分かる明細書を無料で発行することと致しました。 

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成 

３０年４月１日より、明細書を無料で発行することと致しました。 

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるも

のですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のそ



の代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口に

てその旨お申し出ください。 

 

６． 保険外負担に関する事項について 

当院では、証明書・診断書・予防接種などにつきまして、実費のご負担をお願

いしております。 

保険外負担一覧表 

 別紙添付 

７． 患者相談窓口について 

 当院では、患者相談窓口を設置しています。 

疾病・診療内容に関すること、医療費に関すること、生活上及び入退院上のご不

安なことなどがありましたらご相談ください。 

 

８． 敷地内禁煙について 

当院では、屋内外を問わず「病院敷地内全面禁煙」となっておりますので、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

 

８. 長期収載品の選定療養について 

   令和６年１０月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み 

 

◆ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望 

される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。 

◆ この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。 

 

    ・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただける 

     お薬です。 

    ・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、 

     医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。 

    ・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特

別の料金は要りません。 



保険外負担（税込） 

 

◇ 診断書（当院書式）            ２，２００円 

◇ 自立支援医療用診断書           ２，２００円 

◇ 精神保健福祉手帳用診断書         ２，２００円 

◇ 障害年金診断書             １１，０００円 

◇ 成年後見用診断書            １１，０００円 

◇ 生命保険診断書              ５，５００円～ 

◇ 健康診断書 （検査項目による）      ３，３００円～ 

◇ 認知症診断書（公安委員会用）       ５，５００円 

◇ 死亡診断書                ５，５００円 

◇ おむつ使用証明書             １，１００円 

◇ その他診断書               ２，２００円～ 

◇ 相談料                  ３，３００円～ 

◇ インフルエンザ予防接種          ４，０００円 

◇ 往診車代（２ｋｍごとに 200円加算）     ４４０円～ 

◇ 死後処置料               １３，２００円               

※その他詳しくは、受付でご確認ください。 

                  医療法人慈心会 村上病院 

令和７年１月１日改定 


